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○富山県理容師法施行規則 

昭和34年12月５日 

富山県規則第50号 

〔富山県理容師法施行細則〕を定め、ここに公布する。 

富山県理容師法施行規則 

（平12規則37・改称） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、理容師法（昭和22年法律第234号。以下「法」という。）及び富山県

理容師法施行条例（平成11年富山県条例第51号。以下「条例」という。）の施行に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（平12規則37・追加、平15規則25・一部改正） 

（免許証又は免許証明書の提出） 

第２条 理容師法施行規則（平成10年厚生省令第４号。以下「省令」という。）第７条第

３項の規定による免許証又は免許証明書の提出は、理容師免許証（理容師免許証明書）提

出書（様式第１号）により行うものとする。 

（平10規則14・全改、平12規則37・旧第１条繰下・一部改正、平13規則27・平15

規則25・一部改正） 

第３条 削除 

（平21規則15） 

（理容所の開設等の届出書） 

第４条 省令第19条第１項の規定による理容所の開設の届出は、理容所開設届出書（様式

第３号）により、開設しようとする日の15日前までに、その理容所の所在地を管轄する

富山県厚生センター条例（平成14年富山県条例第２号）第１条に規定する厚生センター

の長（以下「厚生センター所長」という。）に提出して行うものとする。 

２ 省令第20条の規定による理容所の変更の届出は、理容所開設届出事項変更届出書（様

式第４号）により、変更の日から10日以内に、その理容所の所在地を管轄する厚生セン

ター所長に提出して行うものとする。 

３ 法第11条第２項の規定による理容所の廃止の届出は、理容所廃止届出書（様式第５号）

により、廃止の日から10日以内に、その理容所の所在地を管轄する厚生センター所長に

提出して行うものとする。 

４ 省令第20条の２第１項に規定する譲渡による理容所の開設者の地位の承継の届出は、
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譲渡による理容所開設者地位承継届出書（様式第５号の２）により、その理容所の所在地

を管轄する厚生センター所長に提出して行うものとする。 

５ 省令第21条第１項に規定する相続による理容所の開設者の地位の承継の届出は、相続

による理容所開設者地位承継届出書（様式第６号）により、その理容所の所在地を管轄す

る厚生センター所長に提出して行うものとする。 

６ 前項の届出書に添付する省令第21条第２項第２号に規定する同意書は、理容所開設者

地位相続同意証明書（様式第７号）とする。 

７ 省令第22条第１項に規定する合併による理容所の開設者の地位の承継の届出は、合併

による理容所開設者地位承継届出書（様式第８号）により、その理容所の所在地を管轄す

る厚生センター所長に提出して行うものとする。 

８ 省令第22条の２第１項に規定する分割による理容所の開設者の地位の承継の届出は、

分割による理容所開設者地位承継届出書（様式第８号の２）により、その理容所の所在地

を管轄する厚生センター所長に提出して行うものとする。 

（昭61規則１・平８規則49・一部改正、平10規則14・旧第15条繰上・一部改正、

平12規則37・旧第３条繰下・一部改正、平13規則27・平14規則44・令５規則43・

一部改正） 

（理容所の検査） 

第５条 厚生センター所長は、前条第１項の理容所開設届出書の提出があつたときは、その

理容所の構造設備を検査しなければならない。 

２ 厚生センター所長は、前項の規定による検査をし、その理容所の構造設備が法第12条

に規定する措置を講ずるに適すると認めるときは、理容所台帳（様式第９号）に必要な事

項を記載のうえ、理容所確認検査書（様式第10号）を交付しなければならない。 

３ 理容所の開設者は、前項の規定により交付された理容所確認検査書を、その理容所の客

の見やすい場所に掲示するものとする。 

（昭61規則１・平８規則49・一部改正、平10規則14・旧第16条繰上・一部改正、

平12規則37・旧第４条繰下、平13規則27・平14規則44・一部改正） 

（理容師の衛生上必要な措置） 

第６条 条例第２条第１項第６号の規則で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。 

(1) 手を洗浄する際には、石けんを使用すること。 

(2) 顔そりの際には、清潔なマスクを着用すること。 

(3) 客の皮膚に接する布片は、十分な洗浄の後に省令第25条第２号ロ若しくはハに規定
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する方法による消毒を行つたもの又は同号ホに規定する方法による消毒の後に十分な

洗浄を行つたものを用い、客１人ごとにこれを取り替えること。ただし、血液が付着し

たもの又はその疑いのあるものは、廃棄し、又は十分な洗浄の後に同条第１号イに規定

する方法による消毒を行い、若しくは同号ハに規定する方法による消毒の後に十分な洗

浄を行うこと。 

(4) 首巻き又は枕あてに用いる紙製品は、客１人ごとにこれを廃棄すること。 

(5) 消毒液は、消毒効果が常に保持されるよう適時取り替えること。 

(6) 器具類は、使用前に十分に点検し、使用に当たつては、安全上及び衛生上の注意を

怠らないこと。 

(7) 酒気を帯び、又は喫煙しながら理容の作業を行わないこと。 

（平15規則25・全改、平21規則15・一部改正） 

（理容所の衛生上必要な措置） 

第７条 条例第２条第２項第４号の規則で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。 

(1) 理容所の床面積は13.2平方メートル以上とし、天井の高さは2.1メートル以上とする

こと。 

(2) 作業場の床面積は、設置する理容用椅子が１台の場合は9.9平方メートル以上とし、

設置する理容用椅子１台を増すごとに3.3平方メートル以上の床面積を増すこと。 

(3) 作業場には、布片及び器具をそれぞれ消毒の終わつたものと終わらないものとに区

分して入れることができる容器等を備えること。 

（平15規則25・全改） 

（承認の申請書） 

第８条 条例第３条第３号の規定による承認の申請は、理容所以外の場所における業の承認

申請書（様式第11号）によるものとする。 

（平15規則25・追加） 

（免許証等の掲示） 

第９条 理容の業を行う者は、理容師免許証を理容所内の見やすい場所に掲示しておくもの

とする。 

２ 法第11条の４第１項に規定する管理理容師は、同条第２項に規定する講習会の課程を

修了したことを証する書面を理容所内の見やすい場所に掲示しておくものとする。 

（平15規則25・追加） 

（措置の緩和） 
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第10条 知事は、当該理容所の立地、周囲及び構造設備の状況を考慮して、特に理容所の

衛生上支障を生ずるおそれがないと認めるときは、第７条第１号又は第２号に規定する措

置を緩和することができる。 

（平15規則25・追加） 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 富山県理容師美容師法施行細則（昭和27年富山県規則第22号。以下「旧規則」という。）

は、廃止する。 

３ この規則の施行前、旧規則の規定に基いてした手続その他の行為は、それぞれ、この規

則の相当規定に基いてした手続その他の行為とみなす。 

４ この規則施行の際、現に実地習練生に対して実地習練を行なつている理容師については、

第７条及び第８条第１項の規定の適用については、当該実地習練生の実地習練が修了する

までは、なお、従前の例によることができる。 

５ 富山県事務委任規則（昭和34年富山県規則第35号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（昭和44年規則第17号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和58年規則第57号） 

この規則は、昭和59年１月１日から施行する。 

附 則（昭和61年規則第１号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和61年４月１日から施行する。 

（富山県理容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置） 

２ 地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律（昭和60年法律

第90号。以下「整理合理化法」という。）附則第４条第２項の規定により理容師試験の

学科試験を免除された者は、理容師試験の実地試験を受けようとするときは、第１条の規

定による改正後の富山県理容師法施行細則第11条第２項各号に掲げる書面に代えて、第

１条の規定による改正前の富山県理容師法施行細則（以下「旧理容師法施行細則」という。）

第13条に規定する理容師学科試験合格証明書の写しを添付するものとする。 

３ 整理合理化法第17条の規定による改正前の理容師法第２条の規定による理容師試験に

合格した者については、旧理容師法施行細則第14条第２項及び第３項の規定は、なおそ
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の効力を有する。 

４ 旧理容師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用する

ことができる。 

附 則（平成４年規則第28号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年規則第49号） 

この規則は、平成８年12月26日から施行する。 

附 則（平成10年規則第14号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成10年４月１日から施行する。 

（理容師実地習練に関する経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に理容師法及び美容師法の一部を改

正する法律（平成７年法律第109号。以下「改正法」という。）第１条の規定による改正

前の理容師法（以下「旧理容師法」という。）第３条第４項の規定により理容師になるの

に必要な学科を修めた者及び改正法第１条の規定による改正後の理容師法の施行の際現

に旧理容師法第３条第４項に規定する理容師養成施設において当該学科を修めている者

で施行日以降に当該学科を修め終わるものであって、旧理容師法第３条第５項に規定する

１年以上の実地習練を経ていないものの実地習練については、厚生大臣が告示するまでの

間は、なお従前の例による。 

（理容師試験及び美容師試験に関する経過措置） 

４ 平成12年３月31日以前に改正法附則第２条の規定により富山県知事が行う理容師試験

及び美容師試験に関しては、なお従前の例による。 

（合格証書又は合格証明書に関する経過措置） 

５ 前項の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験及び美容師試験の学科試験

及び実地試験に合格したことを証する証書又は当該証書に代わる合格証明書に関しては、

なお従前の例による。 

附 則（平成11年規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の
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調整をして使用することができる。 

附 則（平成12年規則第37号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりした許可、認

可その他の行為は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によりした許可、

認可その他の行為とみなす。 

４ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりされて

いる許可の申請、届出その他の手続は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規

定によりされた許可の申請、届出その他の手続とみなす。 

５ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（平成12年規則第58号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成13年規則第２号） 

この規則は、平成13年１月６日から施行する。 

附 則（平成13年規則第27号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりされて

いる許可の申請、届出その他の手続は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規

定によりされた許可の申請、届出その他の手続とみなす。 

附 則（平成14年規則第44号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成14年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりされて

いる許可の申請、届出その他の手続は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規

定によりされた許可の申請、届出その他の手続とみなす。 
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附 則（平成15年規則第25号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

（富山県理容師及び理容所の衛生上必要な措置を定める条例施行規則の廃止） 

２ 富山県理容師及び理容所の衛生上必要な措置を定める条例施行規則（平成12年富山県

規則第３号）は、廃止する。 

附 則（平成15年規則第83号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成16年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（平成17年規則第２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年３月７日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（平成21年規則第15号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年規則第44号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成24年７月９日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（平成28年規則第24号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の
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調整をして使用することができる。 

附 則（令和２年規則第61号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年12月15日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（令和３年規則第29号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（令和５年規則第43号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年12月13日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（令和７年規則第49号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年10月１日から施行する。 

（廃止条例附則第２項の規定による使用） 

２ 富山県収入証紙条例を廃止する等の条例（令和６年富山県条例第61号。以下「廃止条

例」という。）附則第２項の規定により、同項に規定する収入証紙を使用する場合にあっ

ては、第３条から第21条までの規定による改正前のそれぞれの規則に定める様式につい

ては、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）から令和８年３月31日までの間、

なお従前の例による。 

（廃止条例附則第３項の規定による還付） 

３ 廃止条例附則第３項の規定により、収入証紙を保有する者がこれを知事に返還して金額

の還付を受けようとするときは、収入証紙購入金額還付承認申請書（附則様式第１号）に、



9/26 

返還する収入証紙を添付して、知事に提出するものとする。 

（廃止条例附則第４項の規定による還付） 

４ 廃止条例附則第４項の規定により、売りさばき人が収入証紙を返還するときは、収入証

紙金額還付請求書（附則様式第２号）（以下「還付請求書」という。）に、返還する収入

証紙を添付して、知事に提出するものとする。 

５ 前項の規定において、令和７年10月31日までに売りさばき人が還付請求書を知事に提

出するときは、第１条の規定による廃止前の富山県収入証紙条例施行規則（以下「旧規則」

という。）別表第２に掲げる金融機関（以下「取扱店」という。）を経由するものとする。 

６ 取扱店は、前項の規定により売りさばき人から還付請求書の提出があったときは、添付

された収入証紙を受高に繰り入れ、還付請求書を調査し、証明の上、知事に提出するもの

とする。 

（富山県収入証紙条例施行規則の廃止に伴う経過措置） 

７ 令和12年９月30日までの間、旧規則第２条の規定は、なおその効力を有する。 

８ 施行日前の収入証紙の売りさばき代金については、旧規則第９条第２項の規定は、なお

その効力を有する。 

９ 取扱店は、保有する収入証紙を令和７年10月31日までに知事に返還するものとする。

この場合において、旧規則第10条及び第11条の規定は、なおその効力を有するものとし、

旧規則第11条中「３月31日まで」とあるのは「10月31日まで」と、「４月10日まで」と

あるのは「同日まで」とする。 

10 前項の規定による返還がなされるまでの間、旧規則第13条の規定は、なおその効力を

有する。 

11 廃止条例附則第２項の規定により、なお従前の例により収入証紙を使用することがで

きる令和８年３月31日までの間、旧規則第３条、第４条、第14条及び第15条の規定は、

なおその効力を有する。この場合において、旧規則第14条中「４月10日まで」とあるの

は、「同日まで」とする。 

（様式に関する経過措置） 

12 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要

の調整をして使用することができる。 
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附則様式第１号（附則第３項関係） 

附則様式第２号（附則第４項関係） 

様式第１号（第２条関係） 

（平10規則14・全改、平12規則37・一部改正） 

様式第２号 削除 

（平21規則15） 

様式第３号（第４条関係） 

（昭44規則17・全改、昭58規則57・一部改正、昭61規則１・旧様式第19号繰上、

平８規則49・一部改正、平10規則14・旧様式第18号繰上・一部改正、平11規則４・

平12規則37・平14規則44・平24規則44・平28規則24・令２規則61・令５規則43・

令７規則49・一部改正） 

様式第４号（第４条関係） 

（昭44規則17・全改、昭58規則57・一部改正、昭61規則１・旧様式第20号繰上、

平８規則49・一部改正、平10規則14・旧様式第19号繰上・一部改正、平11規則４・

平12規則37・平14規則44・一部改正） 

様式第５号（第４条関係） 

（昭58規則57・一部改正、昭61規則１・旧様式第21号繰上・一部改正、平８規則

49・一部改正、平10規則14・旧様式第20号繰上・一部改正、平11規則４・平12規

則37・平14規則44・平15規則83・一部改正） 

様式第５号の２（第４条関係） 

（令５規則43・追加） 

様式第６号（第４条関係） 

（平８規則49・追加、平10規則14・旧様式第21号繰上・一部改正、平11規則４・

平12規則37・平14規則44・令２規則61・一部改正） 

様式第７号（第４条関係） 

（平８規則49・追加、平10規則14・旧様式第22号繰上・一部改正、平11規則４・

平12規則37・平14規則44・令３規則29・一部改正） 

様式第８号（第４条関係） 

（平８規則49・追加、平10規則14・旧様式第23号繰上・一部改正、平11規則４・

平12規則37・平13規則27・平14規則44・平17規則２・一部改正） 

様式第８号の２（第４条関係） 
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（平13規則27・追加、平14規則44・平17規則２・一部改正） 

様式第９号（第５条関係） 

（昭44規則17・全改、昭58規則57・一部改正、昭61規則１・旧様式第22号繰上、

平８規則49・旧様式第21号繰下、平10規則14・旧様式第24号繰上・一部改正、平

12規則37・一部改正） 

様式第10号（第５条関係） 

（昭44規則17・全改、昭58規則57・一部改正、昭61規則１・旧様式第23号繰上、

平８規則49・旧様式第22号繰下、平10規則14・旧様式第25号繰上・一部改正、平

12規則37・平14規則44・一部改正） 

様式第11号（第８条関係） 

（平12規則37・全改、平14規則44・平15規則25・平15規則83・一部改正） 

 


